
医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する掲示

西川内科医院では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を行う体制を

整え、当院を受診する患者さんの薬剤情報、特定・高齢者健診情報、

その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことができるようになりました。

なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。どうぞご利用下さい。

詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。

月に１回の保険証確認時には、保険証、マイナンバーカードのどちらかを

窓口へご掲示ください。

※オンライン資格確認にあたり、

個人情報を『審査支払機関又は保険者への照会』目的で利用することとなります。

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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